
令和３年５月１１日 

保護者の皆様へ 

西尾市立室場小学校長 榊原 真由美 

緊急事態宣言の発令による運動会の延期等について 

 新緑の候、保護者の皆様におかれましては、日頃より本校の教育にご理解、ご協力をい

ただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、愛知県に緊急事態宣言(５月１２日～３１日)が発令されます。さらに、西尾市に

おける感染者数も日々増加しており、今後の状況が心配されます。そこで、１５日(土)に

予定されておりました、運動会におきましても、西尾市教育委員会による市内一斉の措置

に従い延期とさせていただきます。今後の予定も下記に示した通りです。 

 急な変更となり、大変なご迷惑をおかけしますが、子供たち、そして、ご家族の皆様の

安全・健康を守るために、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 

記 

１ 運動会を延期します。次の予定日につきましてはできるだけ早く決定し、お知らせし

ます。 

２ ５月１２日(水)～１８日(火)の授業予定は以下の通りです。※太字が変更点です。 

１２日(水) １～３年生５時間授業 ※１～３年生一斉下校１４：４５ 

４～６年生６時間授業 

１３日(木) 全校５時間授業 ※一斉下校１４：４５ 

１４日(金) １～３年生５時間授業 ※１～３年生一斉下校１４：４５ 

４～６年生６時間授業 

１５日(土) 全校３時間授業 弁当なし ※一斉下校１１：４５ 

１６日(日) 休日 

１７日(月) 振替休日 

１８日(火) １、２年生５時間授業、３～６年生６時間授業 ※弁当（給食なし） 

３ ２１日(金)の避難訓練（火災）は、予定通り実施します。 

４ ２５日(火)の絵をかく会は、感染症対策をしながら予定通り実施します。 

５ ２８日(金)の田植え（５年生）は感染症対策をしながら予定通り実施します。保護者

のお手伝いについては、見合わせます。 

 

 

（連絡先：室場小学校教頭 石川 幸利 TEL 52-1066 FAX 52-3649） 


